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１９９２年 パートタイム労働問題に関する研究会（７月）→報告書（１２月）

１９９３年 ｢短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律｣（平成５年

法律第７６号）制定（６月）、パートタイム労働指針（事業者が講ずべき短時

間労働者の雇用管理改善等のための措置に関する指針）とともに施行

（１２月）

２００８年 改正パートタイム労働法（平成１９年法律第７２号）の全面施行（４月）（なお労働契約法の施行（３月）も：第３条に「労働契約

は、労働者及び使用者が就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、または変更すべきものとする」含む）

２００７年 改正パートタイム労働法案「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正案」の上程（２月）、可決・成立

（５月）、公布（６月）、一部施行（７月）：短時間労働援助センター関係、改正施行規則公布及び改正パートタイム労働指針告示（１０月）

２００６年 男女雇用機会均等法の改正に際した附帯決議で「パートタイム労働者が意欲を持ってその有する能力を十分発揮できる

ようにするため、正社員との均衡処遇に関する法制化を進める」（６月）、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」(閣議

決定）（７月）で「パート労働者への社会保険の適用拡大や均衡処遇の推進等の問題に対処するための法的整備等や均衡ある能力
開発等の取組を進め、正規・非正規労働者間の均衡処遇を目指す」。労働政策審議会雇用均等分科会で法改正に向けた検討を開
始（７月）→建議「今後のパートタイム労働対策について」（１２月）。この間、第１６５回臨時国会の安倍総理（当時）答弁で「均衡処遇

や能力開発等を進めるためのパート労働法の改正など、正規、非正規労働者間の均衡処遇の実現に向け、法的整備を含めた検討
にしっかりと取り組む決意」（１０月）、経済財政諮問会議における厚生労働大臣に対する総理指示「パート タイム労働法など再チャレ

ンジ支援を具体化するための法的整備について、来年の通常国会に法案を提出できるようご尽力いただきたい」（１１月）等

２００３年 パートタイム労働指針の改正（８月）

２００２年 労働政策審議会雇用均等分科会で審議開始（９月）→「今後のパートタイム労働対策の方向について」（報告）（２００３年・３月）

２００１年 パートタイム労働研究会の設置（３月）→報告書「パートタイム労働の課題と対応の方向性」（２００２年・７月）１９９９年 パートタイム労働指針の改正（２月）

１９９８年 女性少年問題審議会建議「短時間労働対策の在り方について」（２月）に基づき、｢パートタイム労働に係る雇用管理研究会｣

設置（１２月）→報告書「通常の労働者との均衡を考慮したパートタイム労働者の雇用管理のための考え方の整理について」（２０００年・４月）
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雇用者総数中短時間雇用者の占める割合

一般労働者（男性）を100とした場合の

パートタイム労働者（男性）の賃金割合

（１時間あたり所定内給与額）

一般労働者（男性）を100とした場合の

パートタイム労働者（女性）の賃金割合

（１時間あたり所定内給与額）

１９８９年 大臣告示「パートタイム労働者の処遇及び労働条件等について考慮すべき事項に関する指針」

うち女性

１９８４年 労働基準法研究会「パートタイム労働対策の方向について」（８月）、｢パートタイム労働対策要綱｣（１２月）

（資料出所：労働力調査（総務省））

（資料出所：賃金構造基本統計調査（厚生労働省））

万人
％

短時間労働者の雇用者数等の推移と
パートタイム労働法をめぐる動向

（背景）



改正パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理
の改善等に関する法律（平成１９年法律第７２号）

制定当初より大幅に実効性を高めた法規制へ
事業主の行為規範を強化するとともに

当事者の納得性を高めるための仕組みを新たに導入等



パートタイム労働法の改正は、
事業所における短時間労働者の
雇用管理のあり方や、短時間

労働者自身の働き方にどのような
効果・変化をもたらしたか

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
短時間・在宅労働課からの要請に
基づき、改正パートタイム労働法の
施行（２００８年４月１日）より
２年を経過した時点で

「短時間労働者実態調査」を実施

厚生労働省「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」（座長＝今野浩一郎・学習院大学経済学部教授）
パートタイム労働法一部改正法附則第７条の「法施行後３年を経過した場合、改正後の短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する法律の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは当該規定について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずる」に基づき、本年２月３日に設置。①通常労働者との待遇の異同（職務の価値
含む）②待遇に係る納得性の向上（労使の意見含む）③教育訓練のあり方④通常労働者への転換の推進⑤パート
タイム労働法の実効性の確保⑥その他（パートタイム労働を多様な働き方の一類型として活用する方策、税制・社会
保険制度等関連制度、フルタイム無期契約労働者の取扱い等）――の論点で議論を重ね、９/１５に報告書を策定。
本調査の結果が引用されている（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001on6w.html）

（調査の目的と内容）

対象：１６産業分類における、全国の
常用労働者５人以上の事業所を母集団
とし、産業・規模別に層化無作為抽出
した１０，０００社。併せて同事業所
を通じ、就業している短時間労働者
「呼称に係わらず１週間の所定労働
時間が通常労働者より短い労働者
（第２条） 」に対し、事業所規模に応じ
異なる人数で、最大約５８,６００枚の
調査票の配布を依頼
実査期間：２０１０年６/９～７/１２
結果：有効回収した事業所調査票３,０４０
個人調査票６,２０８について集計・分析



 改正パートタイム労働法の施行に伴い、 ６２．６％の事業所が雇用管理の改善等
見直しを「実施した」と回答。内容は、｢労働条件通知書等での特定事項の明示｣
（義務事項・過料あり）がもっとも多い

 労働条件を明示している事業所は９７．３％で、客観的な方法による明示が浸透

 （人数がもっとも多い職種に就いている）短時間労働者のうち、正社員と職務
（業務内容及び責任の程度）がほとんど同じ短時間労働者が「いる」事業所は
２４．４％。このうち、人材活用の仕組み等（配転や転勤の有無等）まで正社員と
（全期間を通じて）同じ者が「いる」割合は１３．３％で、さらに （実質）無期契約の
者がいる割合は３９．６％。この結果、第８条の三要件に該当する短時間労働者が
いる事業所割合は１．１％（人数割合では０．１％）

 短時間労働者の賃金決定に当たり、考慮している要素（複数回答）では「能力、
経験」５９．６％や「職務の内容」５５．７％が、「地域での賃金相場」４３．５％を上回
る。一方、基本賃金の算定方法（制度・基準）等を揃えながら、均衡待遇を確保
する取り組みは、正社員と職務かつ人材活用の仕組み等が同じ短時間労働者で
約３割にとどまるなど、必ずしも充分進展していない

 手当等各種制度（複数回答）については、「通勤手当」８０．７％や「健康診断」７９．
８％等は正社員・短時間労働者とも実施している割合が高い。一方、正社員に対
してのみ実施割合が高いのは、「退職金」「役職手当」「家族手当」「住宅手当」等

（調査結果の概要１）
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改正パートタイム労働法を
事業所や短時間労働者はどう受け止めたのか

（調査結果）

(n=6,208)(n=1,764)

改正パートタイム労働法の施行を機に実施した
雇用管理の改善等見直し事項があるか

改正パートタイム労働法の施行に伴い
職場に変化はあったか

事業所調査 短時間労働者調査
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○ この間（２００８年９月）に、リーマンショックという経済危機（いわゆる非正規
切り等）を経験している

○ 多様な政策が同時併行的に実施されているため、同法の効果のみを抽出する
ことは難しい。今回の調査でも、労働分野の法令改正等に限っても、労働契約法
の施行（２００８年３月）、「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」
の一部改正（２００８年１月）、最低賃金の大幅な引上げ改定（２００７年度より）、
初職振り分けの適正化（青尐年雇用機会確保指針の改正：２０１０年１１月）等の
影響が考えられる。また、調査時点では施行前だが、育児・介護休業法の改正
（２０１０年６月施行）、雇用保険の適用範囲の拡大 （２０１０年４月改定）など、
近接する法令改正等（に対応するため）の影響を受けている可能性もある

○ ２００６年調査は、産業・事業所規模での復元を行っている点で、
２０１０年調査と単純に比較し得るものではない

以下、改正パートタイム労働法の各規定について
「短時間労働者実態調査」結果（２０１０年）にみる現状と
厚生労働省「パートタイム労働実態調査」結果（２００６年）を

経年比較しながらみていくが、その際には次の点にご留意願いたい



＜改正パートタイム労働法の施行状況＞

（１）労働条件の明示（第６条関係）
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（参考） 労働条件の明示が、賃金の納得性や
仕事の丌満・丌安に不える効果
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

労働条件に

ついては一切、

説明を受けて

いない

雇入れの際に

労働条件を

明示された

0.0

正社員と同等もしくは

それ以上の賃金水準である
短時間労働者調査

１回, 

7.8

２回, 

10.7
３～５回, 36.2 ６～１０回, 21.5

１１回以上,

17.8

無回答, 

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

もっとも多い実際の更新回数

労働者のケースごとに更新

するかどうかを判断する, 

63.4

労使のいずれからも終了を

申し出なければ自動的に

更新する, 25.0 

その他の

ルールにより

更新する,
8.2

契約の更新をしない, 1.3

無回答, 

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%更新する,96.5

契約の更新方法

期間の定め

あり, 85.9

期間の定め

なし, 12.5

無回答, 1.6

事業所調査

もっとも人数が多い職種
（＝事業所でもっとも

一般的な）の短時間労働者
の契約期間の定め

(n=1,764)

明示の重要性

常用的な活用



ＢＢ’

Ｂ’ Ｂ
Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

もっとも人数が多い職種の中で、正社員と職務がほとんど同じ（Ｂ）、かつ人材活用の仕組み等も同じ
（Ｃ）さらに（実質）無期契約（Ｄ）である、短時間労働者の有無別事業所割合

もっとも人数が多い職種の中で、正社員と職務がほとんど同じ（Ｂ）、かつ人材活用の仕組み等も同じ
（Ｃ）さらに（実質）無期契約（Ｄ）である、短時間労働者の全体数に占める人数割合

（前提） 短時間労働者と正社員の職務や人材活用
の仕組み等、契約期間の定めの異同状況

(n=1,764)

事業所調査



改正パートタイム労働法第８条三要件の該当割合

＜事業所に占める割合＞ ＜短時間労働者に占める割合＞

（短時間労働者数欄に１人以上記入の

あった事業所ｎ=１，２６９における）
全短時間労働者数 ９１，３８４人

短時間の中でもっとも人数が多い職種に

就いている短時間労働者数 ７７，１０１人

正社員と職務がほとんど同じ

短時間労働者数 ２，６４７人

正社員と職務がほとんど同じかつ

人材活用の仕組み等も同じ短時間労働者数

２８６人（うち有期：２０１人、（実質）無期８５人)

１００％

８４．４％

２．９％

０．３％
うち（実質）無期０．１％

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

短時間労働者を雇用している事業所

１，７６４事業所

当該事業所でもっとも短時間労働者の

人数が多い職種に正社員がいる事業所
１，４８２事業所

正社員と職務がほとんど同じ

短時間労働者がいる事業所
３６１事業所

正社員と職務がほとんど同じかつ

人材活用の仕組み等も同じ短時間労働者が

いる事業所 ４８（うち無期あり１９）事業所

１００％

８４．０％

２０．５％

うち（実質）無期あり１．１％

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

２．７％

今後、第８条規定を活用して、短時間労働者の雇用管理の改善を進める
余地は小さい。各要件がネガティブ・チェックリストとして機能している恐れ

事業所調査



正社員と職務がほとんど同じ
短時間労働者の１時間当たり賃金割合

31.4 

14.4 

26.1 

71.7 

19.1 
12.7 7.4 

1.2 
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仕
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同
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地
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・

職
種
の
パ
ー
ト
の

賃
金
相
場

地
域
・産
業
別

最
低
賃
金

年
齢

そ
の
他

不
明

％

＜改正パートタイム労働法の施行状況＞

（２）処遇状況：賃金決定時の勘案要素（第９条関係）

（n=361※正社員と職務が
ほとんど同じ短時間労働者が
いる事業所)

正社員

より高い, 

3.9

正社員

より低い, 

69.5

正社員と

同じ

（賃金差

はない）, 

17.5

無回答, 

9.1

賃金差

がある,

73.4

パート等

労働者

の方が

高い, 

5.1

パート等

労働者

の方が

低い, 

77.2

賃金額

の差は

ない, 

16.9

丌明, 

1.4

賃金額

の差が

ある,

81.7

パートタイム労働者
総合実態調査
（２００６年）

55.7 

32.1 

59.6 

43.5 

30.8 

14.1 
5.5 

15.0 

4.1 

59.7 

37.6 

63.9 

35.4 

25.0 
17.5 

6.4 
13.8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

職
務
の
内
容

（業
務
の
内
容

及
び
責
任
の
重
さ
）

職
務
の
成
果

能
力
、
経
験

地
域
で
の

賃
金
相
場

最
低
賃
金

年
齢

学
歴

そ
の
他

無
回
答

短時間労働者全般に対して
正社員と職務が同じ短時間労働者（いる場合）に対して

％

今回調査
（２０１０年）

(n=1,764)

事業所調査



＜改正パートタイム労働法の施行状況＞

（２）処遇状況：職務関連賃金等の算定方法
（第９条関係）

6.2 

2.5 

6.2 

5.5 

7.7 

5.0 

12.3 

9.1 

3.1 

3.3 

15.4 

10.5 

9.2 

5.0 

18.5 

17.5 

4.6 

9.7 

33.8 

41.0 

9.2 

7.5 

41.5 

61.8 

44.6 

61.5 

13.8 

28.3 

35.4 

支払っていない, 57.9 

41.5 

23.0 

30.8 

14.7 

38.5 

24.7 

27.7 

無回答, 

11.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（退職金）正社員と職務・

人材活用等が同じ短時間

労働者に対して（ｎ=65）

（退職金）正社員と職務が

ほとんど同じ短時間労働者に

対して（ｎ=361）

（賞不）正社員と職務・

人材活用等が同じ短時間

労働者に対して（ｎ=65）

（賞不）正社員と職務が

ほとんど同じ短時間労働者に

対して（ｎ=361）

（役職手当）正社員と職務・

人材活用等が同じ短時間

労働者に対して（ｎ=65）

（役職手当）正社員と職務が

ほとんど同じ短時間労働者に

対して（ｎ=361）

（基本賃金）正社員と職務・

人材活用等が同じ短時間

労働者に対して（ｎ=65）

（基本賃金）正社員と職務が

ほとんど同じ短時間労働者に

対して（ｎ=361）

正社員と同様の算定方法（制度・基準）

に基づいて支払っている
正社員の制度・基準とは異なるが、

正社員と共通する算定要素により支払っている

正社員とは異なる算定要素に

基づいて支払っている

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ｃ

(n=1,764)事業所調査
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16.3 
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(n=1,764)

88.2 

69.4 

55.8 

37.8 36.3 

75.5 71.0 

24.4 

2.5 

37.9 

68.4 

8.4 
2.1 1.7 

20.0 

50.3 45.5 

15.5 

1.8 
9.2 
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用

職
能
資
格

制
度

正社員に対して実施

短時間労働者に対して実施

％ パートタイム労働者
総合実態調査
（２００６年）

正社員にのみ実施し
短時間労働者に対しては
実施していない理由

＜改正パートタイム労働法の施行状況＞

（３）処遇状況：賃金以外の手当等各種制度

32.7 

58.6 
48.2 47.5 43.8 43.0 40.1 40.6 

25.1 
38.0 35.5 30.5 

45.5 

人材活用の

仕組み等が

異なるから, 
52.1 

9.8 

9.5 
10.7 10.8 22.9 16.2 22.4 21.7 

13.5 

15.8 24.0 
15.4 

0.0 

短時間労働者が

有期契約だから, 

17.0 20.5 

15.8 26.1 26.8 15.5 
21.3 20.5 21.0 

25.1 

23.4 
20.9 

30.5 27.3 

その他, 

11.8 37.0 

16.1 15.0 14.9 17.8 19.5 17.0 16.7 
36.3 

22.8 19.6 23.6 27.2 
無回答, 

19.1 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

今回調査
（２０１０年）

事業所調査



 一方、職務（業務内容及び責任の程度）が同じ正社員が 「いる」と回答した
短時間労働者は１５．９％で、「責任の重さは違うが業務内容が同じ正社員
がいる」とした割合は３８．９％。これらを対象に正社員と比較した自らの賃金
水準の評価を聴くと、５３．１％が「正社員より低いが納得している」とする一
方、２８．１％が「納得していない」。

 賃金以外の処遇等で正社員と取扱いが異なっており、納得できないもの
（複数回答）については、「賞不」４５．８％や「定期的な昇給」２９．１％、
「退職金・企業年金」２４．７％等が多い

 短時間労働者に対する教育訓練については、職場の導入訓練や職務遂行
に必要な日常的な訓練等は一定程度実施されている一方、キャリアアップ
につながるような教育訓練の実施は１７．６％にとどまっている

 短時間労働者から正社員への転換推進措置については、義務事項にも
係わらず半数弱の事業所が「実施していない」。理由としては「正社員として
のポストが尐ない」等

 短時間労働者に今後の働き方ニーズを聴くと、「短時間労働者が」６９．９％
で「正社員になりたい」が１８．８％。正社員になりたい場合、多様な正社員
区分があれば「選びたい」割合は高い

（調査結果の概要２）



短時間労働者からみた正社員との職務の異同と
同正社員と比較した賃金水準の納得性

今回調査
（２０１０年）

同じ内容の

業務を行い、

責任の重さも

同じ正社員が

いる, 15.9 

責任の重さは

違うが同じ業務

を行っている

正社員がいる, 

38.9

同じ内容の業務

を行っている

正社員はいない, 

38.8

無回答, 6.4

（責任の

重さに係わ

らず）いる,

54.8

正社員と同等

もしくは

それ以上

の賃金水準

である, 3.5

正社員より

賃金水準

は低いが、

納得している, 

53.1

正社員より

賃金水準は

低く、納得して

いない, 28.1 

分からない

（考えたことが

ない）, 14.9 

無回答, 0.4 

同じ仕事を

行っている

正社員がいる, 

56.8

いない, 42.0 

丌明, 1.2

パートタイム労働者
総合実態調査
（２００６年）

正社員と同等

もしくは

それ以上に

評価されて

いると

思う, 6.0 

正社員より

賃金水準は

低いと思うが

納得できる, 

40.0 

正社員より

賃金は低く

正当に評価

されていない

のではないか

と思い納得

できない, 20.3 

分からない

（考えたことが

ない）, 33.7 

(n=6,208)

短時間労働者調査

改正法のアナウンス効果
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無
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答

％

処遇の現状に対する短時間労働者の受け止め方

賃金以外の処遇等で納得できないもの
（複数回答）

正社員と同じ仕事をしている場合に
納得できる賃金水準

正社員と同じ

（差はない）, 

19.5

９割程度, 

10.9

８割程度, 

26.6

７割程度, 

15.6

６割程度, 7.6

５割以下でも

構わない, 3.6 無回答, 

16.3

(n=3,407※（責任の重さに係わらず）業務内容が同じ
正社員がいるとした短時間労働者に対して聴いている)

(n=1,464※業務内容・責任とも同じ正社員
がいるとした短時間労働者に対してのみ
聴いている)

短時間労働者調査



(n=591)
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短時間労働者全般に対して 正社員と職務が同じ短時間労働者（いる場合）に対して 正社員に対して

実施内容（複数回答）

％

(n=1,764)

今回調査
（２０１０年）

＜改正パートタイム労働法の施行状況＞

（４）教育訓練の実施状況（第１０条関係）

パートタイム労働者
総合実態調査
（２００６年）
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事業所調査



＜改正パートタイム労働法の施行状況＞

（４）正社員転換推進措置の実施状況（第１２条関係）

51.0 
45.6 

38.5 

10.7 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

正
社
員
を
募
集
す
る
場
合
、

そ
の
募
集
内
容
を
短
時
間

労
働
者
に
周
知
し
て
い
る

試
験
制
度
な
ど
正
社
員

転
換
制
度
を
導
入
し
て
い
る

正
社
員
の
ポ
ス
ト
を
社
内

公
募
す
る
場
合
、
短
時
間

労
働
者
に
も
応
募
機
会
を

与
え
て
い
る

そ
の
他
（例
え
ば
正
社
員
と

し
て
必
要
な
能
力
を
取
得

す
る
た
め
の
教
育
訓
練
等
）

％
措置の実施内容
（複数回答）

パートタイム労働者
総合実態調査
（２００６年）

今回調査
（２０１０年）

フルタイム

有期契約

労働者, 29.8

無期

契約社員, 
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設けて

いない

（直接転換）, 
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無回答, 3.9
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いる,

36.8

中間形態の経由
（複数回答）
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％

正社員転換推進措置を｢実施していない｣及び
｢実施していても支障がある｣理由（複数回答）

事業所調査

(n=1,764)

39.9

転換実績

あり, 30.5

47.3

なし,61.5

無回答, 

12.8

丌明, 

8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

｢実施している｣場合に
過去３年間における正社員転換実績



11.9 

優先採用

経験あり, 20.4 

86.4 

優先採用経験なし, 

75.8 

1.7 

無回答,

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施していない

教育訓練を

実施している

（参考） 教育訓練やそれを通じた戦力化が
正社員転換推進措置の実施や

正社員への優先採用に不える効果

短時間労働者の戦力化度合いと正社員転換推進措置の関係性

73.7 

61.5 

正社員転換推進措置

を実施している, 50.4 

15.8 

35.4 

実施していない, 46.0 

10.5 

3.1 

無回答, 

3.6 
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正社員と職務及び人材活用

の仕組み等が同じで実質無期
契約の短時間労働者がいる（ｎ=19）

正社員と職務及び人材活用

の仕組み等が同じ（一定期間含む）

短時間労働者がいる（ｎ=65）

正社員と職務が

ほとんど同じ

短時間労働者がいる（ｎ=361）

(n=1,764)

事業所調査

教育訓練の重要性

11.9 

優先採用

経験あり, 20.4 

86.4 

優先採用経験なし, 

75.8 

1.7 

無回答,

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施していない

教育訓練を

実施している

27.1 

正社員転換推進措置

を実施している, 55.1 

71.6 

実施していない, 43.8 

1.3 

無回答, 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施していない

教育訓練を

実施している

教育訓練と正社員転換推進措置・正社員への優先採用経験の関係性



短時間労働者に聴いた今後の働き方ニーズ

(n=6,208)

パート等で仕事

を続けたい, 

68.4 

正社員に

なりたい, 18.4 

その他, 

11.9 

丌明, 1.3 

（うち現在の会社で, ９１．８

別の会社で, ８．２）

（うち現在の会社で, ３４．７

別の会社で, ６５．３）

パートタイム労働者
総合実態調査
（２００６年）

今回調査
（２０１０年）

短時間労働者

を続けたい, 

69.9 

正社員に

なりたい, 18.8 

その他, 3.0 

仕事を

やめたい, 2.4 
無回答, 5.9 

（うち現在の会社で, ９４．１

別の会社で, ５．９）

（うち現在の会社で, ５８．１

別の会社で,４１．９）

73.0 

選びたい, 60.6

7.0 

選びたくない,                                

23.5

19.9

無回答,                                      

16.0 
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勤務地限定

正社員
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正社員になりたい場合に
多様な正社員の選択志向

短時間労働者調査
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利用事由（複数回答）

％

制度として

導入されて

いる, 27.3

制度として導入

されてはいない

が運用はされ

ている, 6.3

導入も運用も

されていない, 

61.5

無回答, 4.9

短時間正社員
制度の導入状況

事業所調査

(n=1,764)



 改正パートタイム労働法の施行後２年間に、短時間労働者から待遇に係る
説明を「求められたことがある」事業所は２２．３％。苦情の申し出を受けた
場合に「自主的解決に努めている」事業所は９２．４％

 短時間労働者に就業規則が「適用される」事業所は８５．１％。作成に当た
っての意見の聴取方法は、「短時間労働者の過半数が加入する労働組合
または短時間労働者の過半数を代表する者の意見を聴いている」が
３７．１％でもっとも多く、何らかの方法で意見を聴いている事業所が８割超

 短時間労働者に現在の会社や仕事に対する丌満・丌安を聴くと、５９．０％
が「ある」と回答。その内容（複数回答）は多い順に、「賃金が安い」５２．４
％、 「雇用が丌安定」２６．１％、「正社員になれない」２３．６％など

 丌満・丌安が「ある」場合、３１．１％に相談経験あり。相談先（複数回答）は
６７．９％が「事業主や職場の上司等」。結果として「説明があり納得した」
は３０．４％、「説明はあったが納得しなかった」が３７．０など。今後も「事業
主や職場の上司等」に対して、「（内容によっては含め）相談する」割合が
６２．９％。「相談しない」（２０．３％）理由としては、「聴いてもらえない」が
２４．９％、「周囲に配慮」が１９．２％、「丌利益取扱いが怖い」が１７．２％等

（調査結果の概要３）



＜改正パートタイム労働法の施行状況＞

（５）待遇決定事項の説明や苦情等に対する
自主的解決努力の状況 （第１３条・１９条関係）

話合い促進

のための

措置を
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％

パート等労働者との労使の話合い促進の
ための措置の実施状況と措置内容（複数回答）

パートタイム労働者
総合実態調査
（２００６年）

説明を

求められた

ことがある, 

22.3

ない, 75.2

無回答, 2.5

説明して

いる, 98.5

していない, 

0.8

無回答, 0.8
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いる, 92.4

とくに何も

していない, 

2.2
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(n=1,764)

今回調査
（２０１０年）

過去２年間において短時間労働者から本人の処遇
に係る説明を求められた経験の有無と対応

短時間労働者から処遇に対する苦情の申し出を
受けた場合の自主的解決努力の有無

事業所調査



＜改正パートタイム労働法の施行状況＞

（６）就業規則の適用状況と
就業規則作成時の意見の聴取状況 （第７条関係）

適用される, 

65.7

適用され

ない, 17.8

事業所に

就業規則は

ない（作成中

も含む）, 
12.5

丌明, 4.0 

事業所のパート

の過半数を代表

する者の意見を

聞いている, 17.4

パートの一部

（半数以下）を

代表する者の

意見を聞いて

いる, 8.6
すべてのパート

を対象に個別に
意見を聞いて

いる, 16.1

その他の方法で

パートの意見を
聞いている, 15.2

パートの意見を

聞いていない, 

32.7

事業所のパート

の過半数が加入
している労働

組合の意見を

聞いている, 8.1

事業所のパート

の一部（半数

以下）が加入して

いる労働組合の

意見を聞いて

いる, 1.8パートタイム労働者
総合実態調査
（２００６年）

適用される, 

85.1

適用され

ない, 5.9

事業所に

就業規則は

ない（作成中

も含む）, 1.4

無回答, 7.6

(n=1,764)

今回調査
（２０１０年）

過半数が加入の

組合等から意見
を聞いている, 

37.1

過半数以下が加

入の組合等から

意見を聞いてい

る, 7.0

すべての短時間

労働者を対象に

個別に意見を

聞いている, 13.8

その他の方法で

短時間労働者の
意見を聞いてい

る, 24.7

短時間労働者の

意見を聞いて

いない, 17.4

事業所調査



短時間労働者の現在の会社や仕事に対する
丌満・丌安とその内容

59.0 

丌満・丌安が

ある, 63.9

37.6

丌満・丌安は

ない, 33.8

無回答, 3.5

丌明, 2.3
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パートタイム労働者総合実態調査（２００６年）

今回調査（２０１０年）
｢丌満・丌安がある｣場合の内容（複数回答）

短時間労働者調査

(n=6,208)
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短時間労働者に聴いた丌満・丌安を
相談した経験と今後の相談意向

丌満・丌安の相談先

「丌満・丌安がある」場合
の相談経験 (n=3,660)

説明があり

納得した, 30.4

説明はあったが
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なかった, 30.1
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短時間労働者調査



(まとめに代えて)

厚生労働省は２０１１年６月１５日、パート、アルバイト、契約社員、嘱
託、派遣労働者など呼称や態様を問わず、広く非正規雇用としてそ
の雇用安定や処遇改善の観点から、公正な待遇の確保に必要な施
策の在り方を理念として示す、｢非正規雇用ビジョン｣（仮称）を策定
するための懇談会を設置した。①そもそも「非正規雇用」とは何かの
概念整理（正規雇用と非正規雇用を分けるものは何か、「典型的な
正規労働者像」と「今後の政策論として念頭に置く正規労働者像」で
違いがあるか、ワーク・ライフ・バランスやディーセント・ワークの観点
から「典型的な正規労働者」と「非正規労働者」の中間に位置するよ
うな雇用形態をどう位置づけるべきか、「非正規労働者」等の呼称が
適当か等）②非正規雇用をめぐる問題点や課題（雇用の安定性、処
遇、職業キャリアの形成、セーフティネットといった観点から、どのよ
うな問題点や課題がみられるか）③非正規雇用をめぐる問題への基
本姿勢（価値観や生活様式が多様化し、企業が必要とする人材も多
様化する中で、どのような働き方であれ働くことが報われる社会、公
正な見返りを得られるような社会を築くことが重要ではないか。その
中で「非正規雇用」にどう向き合うべきか）④非正規雇用に関する施
策の方向性――を論点に、ビジョンをまとめることにしている

■ その上で、短時間労働と一口に言っても、子育て
期の若中年女性や子育て後の中高齢女性、家計
補助的な就業調整者といった従来からの就労
ニーズにとどまらず、母子家庭や男性・中高齢等
の生計者 副業者や学生アルバイト、正社員として
の就職先が見つからなかった新卒・若年など多様
な就労事情を内包してきた中で、いま急速に定年
再雇用等の流入も進み、高齢者雇用問題としての
意味合いも色濃くなりつつある

■ 一方で、①年金の支給開始年齢の引上げ②税制改
正における配偶者控除の見直しや厚生年金・健康
保険の適用拡大③最低賃金の引上げ④有期契約
のあり方の問題――など、短時間労働のあり方に
影響するさまざまな環境変化も想定されている

短時間労働を今後、社会的にどのような働き方として

確立していくのか、多様な働き方の一類型として

どう位置づけていくかについて、税・社会保障の

あり方を含めた総合的な議論が求められている

厚生労働省は２０１１年３月、「多様な形態による正社員」に関する研
究会を立ち上げ、「多様な形態の正社員の働き方を、労使が選択しえ
るような環境整備を図ることについてどう考えるか」のほか、「多様な
形態の正社員としてはどのようなものがあり得るか」（労使双方から正
社員と評価されるにはどういった雇用管理を行うべきか、勤務地等一
定の制約を伴うことと待遇、昇進・昇格、教育訓練当の関係について
どう考えるか、制度の円滑な導入のためどういった方法（労使の話合
いや社内理解の促進等）が考えられるか、制度の具体的な運用に当
たっての留意点（トラブル防止策、苦情処理等）は何か）――等の論点
につき、検討を進めている。企業の雇用管理の実態をアンケート調査
で把握しつつ、本年１０～１２月を目途に報告書と好事例集をまとめ
（「多様な形態による正社員」推進事業）、来年１月以降、これらを活用
した事業主セミナー等を開催し普及を促すことにしている

改正パートタイム労働法はさらなる普及・定着により、

引き続きの効果発揮が期待できるだろう反面、いっそうの処遇改善を

進めるにはいくつかの課題も浮き彫りになっている


